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今
村
復
興
大
臣
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
に
お
け
る
応
答
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
九
年
四
月
四
日
、
閣
議
後
の
記
者
会
見
に
お
い
て
今
村
復
興
大
臣
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
で
今
も
帰

れ
な
い
自
主
避
難
者
に
つ
い
て
、
国
が
責
任
を
取
る
べ
き
で
は
、
と
の
記
者
の
問
い
に
対
し
、
「
本
人
の
責
任
で
し
ょ
う
。

（
不
服
な
ら
）
裁
判
で
も
何
で
も
や
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
、
「
福
島
県
が
対
応
し
、
国
は
県
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
。
こ
の

図
式
で
こ
れ
か
ら
も
や
っ
て
い
く
」
と
発
言
し
た
。

自
主
避
難
者
が
帰
れ
な
い
の
は
自
己
責
任
と
思
う
か
と
の
質
問
に
は
「
基
本
的
に
は
そ
う
だ
。
国
は
で
き
る
だ
け
の
こ
と
は

や
っ
た
」
と
し
た
。
さ
ら
に
質
問
し
よ
う
と
し
た
記
者
に
、

今
村
大
臣
、
「
何
で
無
責
任
だ
と
言
う
ん
だ
。
無
礼
だ
。
も
う
二
度
と
来
な
い
で
下
さ
い
」
。

今
村
大
臣
、
「
撤
回
し
な
さ
い
」
。

記
者
、
「
撤
回
し
ま
せ
ん
」
。

今
村
大
臣
、
「
し
な
さ
い
。
出
て
行
き
な
さ
い
。
二
度
と
来
な
い
で
下
さ
い
あ
な
た
は
」
。

記
者
、
「
こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
記
述
に
残
し
て
お
き
ま
す
」
。

今
村
大
臣
、
「
ど
う
ぞ
。
人
を
中
傷
誹
謗
す
る
よ
う
な
こ
と
を
許
さ
ん
よ
、
絶
対
」
。

一



記
者
、
「
避
難
者
を
困
ら
し
て
い
る
の
は
あ
な
た
で
す
よ
」
。

今
村
大
臣
、
「
う
る
さ
い
」
。

今
村
大
臣
、
「
出
て
行
き
な
さ
い
」
。

な
ど
と
激
高
し
、
質
問
を
打
ち
切
っ
た
。

か
か
る
今
村
大
臣
の
発
言
（
「
今
村
発
言
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
一
条
「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版

そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
の
規
定
、
「
博
多
駅
フ
ィ
ル
ム
提
出
命
令
事
件
最
高
裁
判
所
大
法
廷
決

定
」
（
最
高
裁
判
所
、
昭
和
四
十
四
年
（
し
）
第
六
十
八
号
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
大
法
廷
決
定
）
（
「
本
決

定
」
と
い
う
。
）
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

今
村
発
言
は
、
復
興
大
臣
と
し
て
の
公
務
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二

今
村
発
言
は
、
政
府
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
認
識
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

三

復
興
大
臣
の
記
者
会
見
は
、
ど
の
よ
う
な
規
則
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
記
者
の
受
け
入
れ
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー

ル
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
。
当
該
規
則
と
と
も
に
、
記
者
の
受
け
入
れ
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
明
示
さ
れ
た
い
。

四

今
村
発
言
の
「
う
る
さ
い
」
、
「
出
て
行
き
な
さ
い
」
な
ど
激
高
の
あ
ま
り
記
者
を
排
除
す
る
言
動
は
、
ど
の
よ
う
な
権

二



限
に
基
づ
く
も
の
か
。

五

大
臣
等
の
記
者
会
見
が
静
粛
に
行
わ
れ
な
い
、
円
滑
に
進
め
ら
れ
な
い
な
ど
の
運
営
上
の
支
障
が
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
当

該
事
案
を
生
じ
さ
せ
た
記
者
等
に
広
報
担
当
職
員
が
注
意
を
喚
起
す
べ
き
で
、
国
務
大
臣
そ
の
人
が
「
う
る
さ
い
」
、
「
出

て
行
き
な
さ
い
」
な
ど
と
激
高
す
る
こ
と
は
、
社
会
通
念
上
も
異
常
な
事
態
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

今
村
発
言
の
「
う
る
さ
い
」
、
「
出
て
行
き
な
さ
い
」
な
ど
激
高
の
あ
ま
り
記
者
を
排
除
す
る
言
動
は
、
本
決
定
で
い
う

と
こ
ろ
の
、
「
報
道
機
関
の
報
道
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
国
民
が
国
政
に
関
与
す
る
に
つ
き
、
重
要
な
判
断
の
資

料
を
提
供
し
、
国
民
の
「
知
る
権
利
」
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
思
想
の
表
明
の
自
由
と
な
ら
ん
で
、
事

実
の
報
道
の
自
由
は
、
表
現
の
自
由
を
規
定
し
た
憲
法
二
十
一
条
の
保
障
の
も
と
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
報
道
機
関
の
報
道
が
正
し
い
内
容
を
も
つ
た
め
に
は
、
報
道
の
自
由
と
と
も
に
、
報
道
の
た
め
の
取
材
の

自
由
も
、
憲
法
二
十
一
条
の
精
神
に
照
ら
し
、
十
分
尊
重
に
値
い
す
る
」
も
の
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。

七

本
決
定
で
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
一
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
報
道
の
自
由
に
関
し
て
、
「
報
道
の
自
由
は
、
憲
法
が
標

榜
す
る
民
主
主
義
社
会
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
し
て
、
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
二
十
一
条
に
お
い
て
も
、
枢
要
な
地

位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
報
道
の
自
由
を
全
う
す
る
に
は
、
取
材
の
自
由
も
ま
た
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
、
憲
法
二
十
一

三



条
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
村
発
言
は
か
か
る
判
断
に
反
し
、
日
本
国
憲
法
第

二
十
一
条
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。

八

七
に
関
連
し
て
、
今
村
大
臣
の
言
動
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
九
条
で
い
う
「
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議

員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
」
と
い
う
規
定
に
反
し
て
、
違
憲
の
疑
い

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

九

今
村
発
言
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
一
条
お
よ
び
本
決
定
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
は
速
や
か
に
そ
の
非
を
認
め
、

今
村
発
言
を
撤
回
し
、
本
決
定
で
い
う
「
報
道
の
自
由
は
、
憲
法
が
標
榜
す
る
民
主
主
義
社
会
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
し

て
、
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
二
十
一
条
に
お
い
て
も
、
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
今
村

発
言
に
よ
り
罵
倒
さ
れ
た
記
者
に
謝
罪
し
、
そ
の
報
道
の
自
由
を
確
保
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

十

現
時
点
で
の
政
府
の
見
解
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
で
今
も
帰
れ
な
い
自
主
避
難
者
に
つ
い
て
、
国
に
は
責
任

は
な
く
、
自
主
避
難
者
の
「
本
人
の
責
任
で
し
ょ
う
。
（
不
服
な
ら
）
裁
判
で
も
何
で
も
や
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
、

「
福
島
県
が
対
応
し
、
国
は
県
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
。
こ
の
図
式
で
こ
れ
か
ら
も
や
っ
て
い
く
」
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

十
一

十
に
関
連
し
て
、
政
府
が
原
発
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
国
民
の
不
自
由
な
生
活
実
態
を
顧
み
ず
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て

四



は
自
治
体
が
や
る
べ
き
で
、
国
は
県
の
サ
ポ
ー
ト
し
か
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
冷
た
い
対
応
で
あ
り
、
自
主
避

難
し
て
い
る
住
民
は
失
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
府
は
積
極
的
に
か
か
る
局
面
を
打
開
す
べ
く
継
続
し
て
対
策
を
行
う
べ
き

で
は
な
い
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


